
＜医療情報取得加算＞ 

当院では、患者様により質の高い医療を提供するため、マイナ保険証の利用や問診

票等を通じて診療情報を取得・活用しております。 

これにより、患者様の健康状態を正確に把握し、適切な診療を行うことが可能となり

ます。国が定めた診療報酬算定要件に従い、以下の点数を算定いたします。 

診療報酬点数 

• 初診時：１点 

• 再診時（3 か月に 1 回）：1 点 

患者様には、マイナ保険証のご利用を推奨しております。オンライン資格確認を通じ

て、より正確な診療情報を取得し、適切な医療を提供するため、ご理解とご協力をお

願いいたします。 

 

＜医療 DX 推進体制整備加算＞ 

当院では、医療 DX の推進により、より質の高い医療を提供するための体制を整備し

ております。 

当院の取り組み 

・ オンライン資格確認を導入し、患者様の診療情報を正確に取得・活用して

います。 

・ 電子処方箋には対応していませんが、適切な薬剤管理を実施し、安全な医

療を提供できるよう努めています。 

当院では、医療 DX の推進に向けて、今後も体制整備を進めてまいります。 

患者様の健康管理に役立てるため、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

令和 7 年 4 月 1 日 

⿎ヶ浦こども医療福祉センター 

院⻑ 市⼭ ⾼志 


